
○南アルプス市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱 

平成２７年７月２２日 

告示第１１１号 

改正 平成２７年１１月１７日告示第１６１号 

平成２８年３月２２日告示第５４号 

平成３０年３月２３日告示第３９号 

令和４年２月１５日告示第１９号 

令和４年１２月２０日告示第２１９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市のコミュニティバス及びコミュニティタクシーの運行を

補完し、高齢者の生活の利便性の向上及び社会参加の促進並びに福祉の増進を図

るため、高齢者が利用するタクシーの利用料金の一部を助成することに関し必要

な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 本事業の対象者は、市内に住所を有する者で、助成を受ける日の属する年

度の末日における年齢が満７５歳以上の者とする。ただし、次の各号のいずれか

に該当する者は除くものとする。 

（１） 南アルプス市重度心身障害児（者）等タクシー利用料金助成事業実施要

綱（平成１５年南アルプス市告示第１４号）に基づく助成を受けている者 

（２） 山梨県県税条例（昭和３６年山梨県条例第１１号）第１１５条の２又は

南アルプス市税条例（平成１５年南アルプス市条例第５８号）第９０条に規定

する減免を受けている身体障害者等 

（３） 前号に掲げるもののほか、専ら身体障害者等のために当該身体障害者等

と住居及び生計を一にする者が当該減免を受けている場合の身体障害者等本人 

（申請等） 

第３条 本事業の助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、南アル

プス市高齢者タクシー利用助成回数乗車券交付申請書兼受領書（様式第１号）に

本人の確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、南アルプス市高齢者タクシー利用助成回数乗車券（様式第２号。以

下「乗車券」という。）を申請者に交付し、前項に規定する受領書に当該申請者

の署名を求めるものとする。 

（助成の条件） 

第４条 この告示による助成は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条

第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人であって、市内に本



社又は営業所があるもののうち、市長が指定したタクシー会社が運行の用に供す

る中型タクシー等を前条第２項の規定により乗車券の交付を受けた者が利用した

場合に行うものとする。 

（助成額） 

第５条 助成額は、利用１回につき初乗り運賃の額（中型タクシー等の初乗り運賃

の額の範囲内）とする。 

（乗車券の交付枚数） 

第６条 乗車券の交付枚数は、交付を受ける日の属する月からその年度の３月まで

の月数の２倍とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、コミュニティタクシー運行地域における乗車券の交

付枚数は、交付を受ける日の属する月からその年度の３月までの月数分とする。 

（乗車券の有効期限） 

第７条 乗車券の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日とし、有効期限

を経過した乗車券はいかなる場合においても利用できないものとする。 

（乗車券の再交付） 

第８条 市長は、乗車券の交付を受けた者（以下「受給者」という。）が乗車券を

紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は乗車券を盗難された場合であっても乗車

券の再交付はしないものとする。 

（利用の方法） 

第９条 受給者は、乗車券によりタクシーを利用するときは、乗車券をタクシーの

運転者に提示し、運手者から身分証等の提示を求められた場合は、それに応じな

ければならない。 

２ 受給者は、タクシーを利用するときは、身分証等を携行しなければならない。 

３ 受給者は、タクシーに乗車の際に運転者に乗車券１枚を手渡すとともに、タク

シー料金から初乗り運賃の額を控除した額を当該運転者に支払うものとする。 

（資格喪失の届出） 

第１０条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに未使用の乗車

券を市長に返還しなければならない。 

（１） 死亡したとき。 

（２） 本市に住所を有しなくなったとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 

（不正利用等の禁止） 

第１１条 乗車券は、受給者本人以外は利用することができない。ただし、他の受

給者又は他の者も同乗利用できるものとする。 

２ 受給者は、乗車券を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはなら



ない。 

（乗車券の返還） 

第１２条 市長は、受給者がこの告示に違反したとき又は不正に乗車券の使用をし

たときは、交付済みの乗車券を返還させることができる。 

２ 前項の場合において、受給者が既に使用した乗車券については、金銭をもって

返還させることができる。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２７年９月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１１月１７日告示第１６１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の南アルプス市高齢者タクシー

利用助成事業実施要綱第６条の規定により交付されている乗車券は、この告示に

よる改正後の南アルプス市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱第３条第２項の

規定により交付された乗車券とみなす。 

附 則（平成２８年３月２２日告示第５４号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２３日告示第３９号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月１５日告示第１９号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１２月２０日告示第２１９号） 

この告示は、公布の日から施行する。 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

 


